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第１章 山陽団地等活性化対策基本構想の概要 
１．基本構想策定の背景と目的 

赤磐市は、都市と農村を有しており、市南部において、１９６０年代から１９７

０年代にかけて、岡山市に隣接し、交通利便性の良さや穏やかな環境に恵まれてい

ることから大型住宅団地が造成され人口増加に寄与したものの、人口減少、少子高

齢化の進行に伴い、空家の増加、移動手段の確保が困難、商業施設や公共交通の存

続が危ぶまれるなど、いわゆるオールドニュータウン問題が顕在化しつつある。 

また、農村地域においても同様の問題が発生し、さらに担い手不足による耕作放

棄地の増加や、山林の荒廃などが進行してきている。 

これらの課題を解決するために、地域で育った子どもたちが将来的に地域を支え

る人材として活躍でき、多様な世代が快適に住み続けられる環境を整備するととも

に、人と人のつながりにより支えあうことのできる地域コミュニティを創出し、賑

わいと活力にあふれる“まち”を形成する必要がある。 

オールドニュータウン化が進む住宅団地の中でも山陽団地は、岡山市のベッドタ

ウンとしての機能を果たしながら発展してきたが、住民の高齢化が一気に進行し活

気を失いつつある状況である。 

市内の他の住宅団地も将来的に同様の状態になる可能性があるため、まずは、山

陽団地の立地の優位性と移住・定住の受け皿としてのキャパシティを活かし、良好

な住環境を形成するとともに山陽団地とその周辺地域において、赤磐市の南の玄関

口としての“まち”の賑わいを創出していくことを目的に、「赤磐市山陽団地等活性

化対策基本構想（以下「基本構想」という。）」の策定を行う。 

 

２．位置づけ 
本基本構想は、山陽団地及びその周辺地域において、山陽団地の良好な住環境を

活かしたまちの形成を図るとともに、赤磐市の持続可能なまちづくりを進めていく

ためのモデルとするものである。 

 

３．他計画等との関連 
本基本構想は、「第２次赤磐市総合計画」や「赤磐市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に示された重点戦略「多彩な人材の活躍により、地域が活性化しているまち

を創る」の主旨に即し、戦略プログラム１「移住・定住が進むまち創出プログラム」

を実現するための活性化の方向性を示すものであり、「赤磐市都市計画マスタープ

ラン」などの関連計画とも整合を図るものである。 
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４．対象区域 
対象区域は、次に示したように、赤磐市山陽（山陽団地）とその周辺地域を対象

とする。 

■対象区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．概要 
山陽団地は、赤磐市役所から西へ約１ｋｍの丘陵地に、岡山県によって１９７０

年代始め頃から新住宅市街地開発事業として開発された大規模住宅団地（１０５ｈ

ａ）であり、ピーク時の昭和５９（１９８４）年には、人口８,３２６人、２,３９２

世帯が居住していた。現在は、人口４,９５１人、２,２９０世帯（平成３０（２０１

８）年１月１日現在）と人口減少が進んでいる。 

山陽団地は、山陽１丁目～７丁目の７つの地区で構成され、戸建て住宅地を中心

部に、低層と高層の公営住宅（いずれも県営住宅）が外縁部に配置されている。道

路は、幹線道路が南北に１本、その東西側に循環する道路がそれぞれ１本ずつ配置

され、団地内は幅員６ｍ程度の生活道路で構成されている。また、中央部と北東部

には近隣公園があり、身近な街区公園等は、団地内の各所に配置されている。 

造成完了後は、子育て世帯を中心に入居が一斉に進んだため、人口構成に偏りが

見られる。平成２３（２０１１）年に２７．５％であった高齢化率は、５年後の平

成２８（２０１６）年には約４２％となっており、他の住宅団地に比べてその進行

速度が非常に速くなっている。また、小学校１校、幼稚園１園、保育園１園、放課

後児童クラブ等の教育・子育て施設も設置されているが、近年児童数の減少が著し

い状況にある。さらに、団地内にあった商業施設が撤退するなど、生活機能も低下

している。 
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第２章 現状分析と課題 
山陽団地とその周辺の現状分析と課題を、統計資料や総合計画等策定の際に実施さ

れた住民意向調査、有識者会議等における意見から整理した。 

 

１．人口・世帯等の動向 
山陽団地では、人口、世帯数とも減少している。そのため高齢者の割合が急激に

上昇するとともに、人口構成に偏りが生じている。  

家族構成では、高齢者による単独世帯の増加とともに、１８歳未満を含む子育て

世代が減少しており、今後もその傾向は進むと考えられ、地域コミュニティの衰退

が懸念される。  

また、団地で育った若者が、進学や就職により団地外へ多く転出しており、人口

減少・高齢化の進行の一因となっている。要因としては、団地のなかで空地が少な

いため住宅用地の確保が困難であることや、住宅の近くに雇用の場が少ないことが

あげられる。 

 

２．教育環境・子育て環境 
山陽団地とその周辺では、小学校、幼稚園、保育園とも配置されているが、児童・

園児が減少しており、活気が失われつつある。住民においては学校教育の充実や青

少年の健全育成についての満足度は高いものの、これまでの赤磐市全体に対する教

育環境のイメージが低い。 

また、中学生までの医療費無料、高校生の医療費１割負担などの制度は充実して

いるものの、共働き家庭、父子・母子家庭の増加による子どもの居場所や遊び場の

不足、子育て世代が集う場が不足している。 

自分たちが育った山陽団地というふるさとに戻って住み続けたいと思える、また、

子育て世代が住んでみたいと思われる住みやすい環境の整備を行うとともに、まち

の魅力を高める必要がある。 

 

３．買い物 
山陽団地では、現在、商業施設や福祉機能、子育て機能等を有する拠点となる施

設がない、もしくは少ないことから、それらを利用するために、団地周辺や市外に

出かける状況になっている。 

団地のなかに多様な世代の住民が生活することに欠くことのできない商業施設

や福祉機能、子育て機能等を有する拠点が必要である。また、Ｕターンや転入者を

増やし、世代循環を促すためには、様々な世代が働ける場が住居近くに必要である。 
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４．
山陽団地内には低・未利用地はほとんどなく、早期に入居が進んだ地区では、建

築年の古い住宅等が空家になるケースが増加し、適正な維持管理がなされていない

空家も見受けられる。また、県営住宅も老朽化が進むとともに、一部で空き室が増

加している。一方で、Ｕターンや転入希望者に対する中古住宅の情報や住宅用地が

少なく、需要と供給にアンバランスが生じている。 

このため、多様な世代の人々のそれぞれのライフステージ※１に応じた適正な住宅

供給等により世代循環を促していく必要がある。 

 

５．公共交通・地域内移動 
山陽団地では、市内他地区と比して、路線バスは充実しているものの、岡山市内

を結ぶ路線が中心であり、団地内を循環する路線や便数は少なく、子どもや高齢者、

障がい者等、いわゆる交通弱者が利用しづらい状況になっている。 

これらのことから、いつまでも元気で健やかに暮らせるように、住民誰もが団地

内や地域外に容易に移動できる環境を整えることが必要である。 

 

６．高齢者等の福祉と健康 
山陽団地では、複数の福祉施設や医療施設の立地があるものの、高齢者世帯や高

齢者の単独世帯が増加し、社会的孤立感や移動手段を持たない高齢者が増加してお

り、高齢者福祉の充実が求められている。 

 

７．地域コミュニティ 
隣近所の小さなつながりはあるものの、全体的に地域コミュニティが希薄化し、

町内会活動の維持が困難になりつつある。公民館活動は活発であるものの、世代を

超えた交流機会や憩いの場が不足している。 

 

８．防災・防犯 
空家（戸建住宅）、空き室（県営住宅）の増加による防犯・防災面の悪化が懸念さ

れる、また、県営住宅周辺においては「土砂災害警戒区域※２」の指定がみられるこ

とから、地域における防災・防犯対策の推進が求められる。 

 

 
※１ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等のそれぞれの

段階。 
※２土砂災害警戒区域：土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあ 

ると認められる土地の区域で、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。イエローゾーン。 
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第３章 まちづくりの方針 
１．活性化のコンセプトと基本方針及び将来像 

進学や就職による転出が一因となり、若者世代の減少や高齢化が進行している現

状と、教育に対するイメージの低下、居住地近辺に働く場が少ないなどの課題やマ

イナスイメージを払拭するとともに、子育て環境や支援を充実させることで、子育

て世代が魅力を感じるまちを形成し、まちの雰囲気やその良さをＰＲしていかなけ

ればならない。 

主に、住宅の集合体という「住宅団地」のイメージから、団地全体が「まち」と

して様々な機能を有し、その機能により子どもから高齢者まで多様な世代の人たち

が支えあい、世代循環を行いながら安心して楽しく一生を過ごせる「まち」の実現

を活性化のコンセプトとする。 

その実現のためには、多様な世代の循環を促すとともに、世代間をつなぐ絆づく

りが必要であることから、「人と人とのつながりにより支えあうまちづくり」、「多

様な世代が循環し便利で快適に暮らせるまちづくり」を基本方針として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○教育のブランド力の向上 

○子育て環境の充実 

○快適な居住空間の確保 

○住民の移動環境の充実 

○まちの拠点形成と雇用の場の確保 

「団地」から「まち」へ 
～多様な世代が支えあい循環するまちへ～ 

○多様な世代が循環し便利で快適に暮らせ

るまちづくり  

～子育て環境、住環境を整えて、住んで

みたい“まち”を目指す～ 

○人と人とのつながりにより支えあうま

ちづくり 

～住民が一体となって、愛着と誇りをも

てる“まち”を目指す～ 

活性化のコンセプト 

活性化の基本方針 

世代循環を促すための施策の方向性 
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7 

第４章 まちづくりの施策 
１．施策の体系 

子育て世代が魅力を感じる「まち」を目指し、「活性化の基本方針」に基づいた

「世代循環を促すための施策の方向性」を体系づけ、重点的な施策をイメージアッ

プ戦略として推進していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◎印の施策は「イメージアップ戦略」 

  

基本方針 世代循環を促すた

めの施策の方向性 

活性化に必要な施策 

教育のブランド力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎子育て世代に対する地域のサポ

ート体制の確立 

・子育てネットワークの形成 

・子育て世帯への相談支援 

◎交流の場の創出 

・学習支援や居場所づくり 

・複合的な拠点形成 

 

 

 

 

○人と人とのつな

がりにより支え

あうまちづくり 

～住民が一体と

なって、愛着

と誇りをもて

る“まち”を目

指す～ 

子育て環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎個性的な学校教育や塾などの学

習環境の整備 

・都市と農村の交流促進 

・学習塾などの誘致 

◎地域への愛着の醸成 

・文化財マップの作成 

・史跡めぐりウォーキング大会

等の実施 

・環境美化活動の実践 

 

 

◎
ま
ち
づ
く
り
組
織
等
の
育
成 

施策の 

展開 
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◎空家の利活用 

・空家流動化支援制度の創設 

○住宅供給や住み替え等の支援 

・学生寮やシェアハウスへの活用 

・リバースモゲージ等の活用 

◎県営住宅の再生 

・地域のニーズを踏まえた活用

の検討 

◎公共施設の利活用 

・若草幼稚園跡地、弥生公園等

の利活用 

○地域における防災・防犯対策の

推進 

○災害に対する安全性の確保 

◎快適な移動環境の確保 

・サポート体制の仕組みづくり 

○バス交通等の利用環境の改善 

・地域交通の利用環境の改善 

・最新技術の導入 

○高齢者や障がい者に対する地域

のサポート体制の確立 

・地域の見守りサポーターの育

成強化 

○多様な世代が循

環し便利で快適

に暮らせるまち

づくり  

～子育て環境、

住環境を整え

て、住んでみ

たい“まち”を

目指す～ 

 

 

 

 

 

 

 

快適な居住空間の

確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民の移動環境の

充実 

 

 

 

基本方針 世代循環を促すた

めの施策の方向性 

◎
ま
ち
づ
く
り
組
織
等
の
育
成 

施策の 

展開 

活性化に必要な施策 

まちの拠点形成と

雇用の場の確保 

 

 

◎中心部の拠点形成 

・団地内に複合的な施設の誘致 

○利用しやすい買い物環境づくり 

・買い物弱者に対する送迎サー

ビスの実施検討 

○雇用の場の創出と職住近接の促進 

・企業誘致 

○にぎわい拠点の形成 

・複合的な機能を有する拠点形成 
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２．施策の展開 
急速に進む少子高齢化・人口減少社会においては、多様化が進むまちづくりの課題

解決には多面的なアプローチが必要であり、行政のみでは解決が困難になりつつある。 

行政のみならず、住民や民間事業者、ＮＰＯ等多様な主体が連携してまちづくりの

課題に対処し、施策を進めていく必要がある。 

 

 【施策を展開するための前提条件】 

住民や民間事業者、ＮＰＯ等を中心として、これからのまちづくりの主体となる

専門的な知識や技術を有したまちづくり組織の育成を検討する。 

 

◆まちづくり組織等の育成 

○まちの魅力向上を図るための様々な取組をコーディネートする人物、まち

づくり会社※１、ＮＰＯ、住民団体等の専門組織の育成を検討する。 

○世代循環を促すため、空家の利活用や住み替え、住民の移動支援等、民間

事業者やまちづくり会社等と行政が連携して諸課題に取組む民間主導型公

民連携※２の手法の活用を協働で検討する。 

○市における山陽団地の位置づけを明確にしたうえで、「公民連携基本計画」

のなかに盛り込み、まちづくりのコンセプトやストーリーを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１まちづくり会社：従来の行政だけで行うまちづくりとは異なり、民間事業者、住民とをつなぐハ

ブ的な役割を担い事業等を進める主体のこと。一般に、行政ニーズ、住民や民間事業者のニーズ
を丁寧に拾うことが可能になると言われている。 

※２公民連携：Ｐｕｂｌｉｃ－Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐの頭文字で、行政と民間事
業者が協働で住民サービスの向上や事業効率のアップ、地域経済の活性化などに取り組むことを
言う。 

※３ＰＰＰエージェント会社：公民連携（ＰＰＰ）を行う民間の組織。  



 

10 

 

【参考】まちづくり会社・官民連携の取組等 

   ■まちづくり会社によるまちづくり活動の実践 

    ○米原市：大野木長寿村まちづくり会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       出典：ＮＰＯ法人 全国移動ネット ｗｅｂページ 

         http://zenkoku-ido.net/_action/pdf/2016josei/170120maibara_oonogi.pdf 

 

   ■官民連携による既存住宅流通促進 

    ○神戸市・神戸すまいまちづくり公社・（株）フロッグハウス 

・高倉台団地への若年層の流入と既存住宅流通促進を目指し、リノベーションモデル

ルームの整備活用を計画。 

・実施にあたり、「団地カエルｉｎ高倉台」と銘打ち、空家の掘り起こしや新たな住ま

い手の発掘に繋げて行くためにリノベーションの過程を段階的に公開する設計・工

事・イベントを行っている。 

 

       出典：団地カエルｉｎ高倉台 ｗｅｂページ 

        http://danchikaeru.com/ 
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第５章 基本構想を進めるために 
 

本基本構想のコンセプトの実現のためには、行政をはじめ、住民、民間事業者、Ｎ

ＰＯ、まちづくり会社等がそれぞれの役割を理解し連携してその取組を進めていく必

要がある。 

そのため、住民をはじめ、行政や民間事業者、ＮＰＯ、まちづくり会社等、それぞ

れの担うべき主体が参画して、本基本構想の取組状況等を確認することが重要であり、

今後とも、意見交換や交流ができる機会を設けていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本構想で位置づけた取組を着実に推進するために、ＰＤＣＡサイクルを構築

し、計画策定（Ｐｌａｎ）、施策の実行（Ｄｏ）、施策の効果の分析・検証（Ｃｈｅｃ

ｋ）、計画や施策の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）を繰り返すことで進行管理を実施

するとともに、取組の実施効果を点検し、定期的な見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計 画（Ｐｌａｎ） 

○基本構想（取組）の策定・修正 

実 施（Ｄｏ） 

○基本構想（取組）の推進 

○評価結果に基づき改善した基本

構想（取組）の推進 

評 価（Ｃｈｅｃｋ） 

○基本構想（取組）進捗状況、成果

および効果の検証・評価 

改 善（Ａｃｔｉｏｎ） 

○評価結果に基づく取組の改善 

○評価結果に基づく基本構想の修正 
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第６章 山陽団地等活性化対策基本計画 
１．教育のブランド力の向上 

山陽団地では、団地で育った若者が、進学や就職により団地外へ多く転出し

ており、人口減少の一因となっている。 

自分たちが育った山陽団地というふるさとに戻って住み続けたいと思える、

また、子育て世代が住んでみたいと思われる住みやすい環境の整備を行うとと

もに、まちの魅力を高める必要がある。 

そのため、個性的な学校教育や塾などの学習環境の整備や地域への愛着の醸

成を促し、教育のブランド力を高めるとともに、ふるさとへの郷土愛を育成す

る新たなまちづくりを展開する。 

 

◆個性的な学校教育や塾などの学習環境の整備 

○郷土に関する地域学習、稲作や果樹栽

培等を通じた農村との交流の推進を行

う。 

○学習塾等の充実など学習環境の整備の

検討を行う。 

○幼稚園・保育園、小学校とともに、中

学校や、近隣の高等学校及び大学との

連携を強化し、継続的な出前授業等に

よる学習支援、クラブ活動での支援等、様々な活動の共同実施を行う。 

○小学校では、３５人以下学級の実現、学習支援員や特別支援教育支援員、

登校支援員等を配置する。 

○中学校と連携しながら、地域の特色を創出した学校づくりを行う。 

○ＳＮＳ※等を活用し、普段の学校生活や学校行事の様子、祭りやイベント等

の地域行事への参加風景などの情報の積極的な発信を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ＳＮＳ：ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、人と人とのつながりを支援するイン

ターネット上のサービスのこと。  

山陽西小学校 
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◆地域への愛着の醸成 

○山陽西小学校をメイン会場に、住民主体での団地造成５０周年を記念した

イベントを開催する。 

○団地内の文化財マップを作成し、周辺地域を含めたウォーキングコースや

サイクリングコースを設定し、山陽団地の歴史を学びながら、まちの良さ

を再認識する。また、ウォーキン

グ大会やサイクリング大会の定

期的な開催により健康づくりに

も役立てる。 

○交流を深める場として、地域の運

動会と小学校の運動会との同時

開催を検討する。 

○団地内の幹線道路や緑道、公園等

の愛称募集や花いっぱいプロジ

ェクト、ガードレール等の清掃活

動など、住民主体で楽しみながら

美しいまちづくりへの取組を実

践することにより、地域内へのコ

ミュニケーションが深まりまち

への関心と愛着を促す。 

○街区など一定のまとまりのある

エリアにおいて、統一性のあるま

ちなみの景観形成を図ることに

より、まちの魅力向上を図る。 

○学校や住民等様々な主体がＳＮＳ等を活用して、イベント開催の取組など

の情報発信を行い、まちの良さや雰囲気、イメージを伝えていく。 

 

 

 

 

 

 
※1 岩田 14 号古墳：山陽 3 丁目内にある６世紀後半の円墳（直径３０ｍ、高さ４ｍ）。横穴式石室

（長さ 11.8ｍ、幅 2.7ｍ、高さ 2.7ｍ）を持つ。現在復元保存されている。 
※2 足王神社：山陽団地に隣接する和田地内にある神社。足のけがや病気にご利益があるということ 

で、春秋の大祭では大勢の参拝者で賑わう。  

岩田１４号墳 

岩田１４号古墳※１ 

足王神社※２ 
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 【参考】地域への愛着の醸成の取組 

   ■地域主体の取組（赤磐市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：広報あかいわ（平成 28 年 2 月号）       （平成 29 年 10 月号） 

 

 【参考】大学と地域・小中学校との連携 

   ■地域主体の学力底上げ等の取組 

    ○津山市：放課後学力補充を進める会 

○津山市教育委員会生涯学習課「学校支援地域本部事業」「津山市教育協議会」、鏡野

町教育委員会「放課後学習サポート事業」等と連携・協力しながら、小中学生を対

象に学力向上を目指した取組期待した成果 

①地域の小中学校の「放課後補充学習」「土曜日学習会」「夏休み学習会」等および

公民館が《子どもの居場所づくり》として主体的に行う「放課後等学習」「学習・

体験教室」の講座にスタッフとして美作大学の学生を派遣提供し、県北地域の児

童生徒の学力の向上に貢献 

②学区に住む住民の方々や、お兄さん・お姉さんとしての大学生による指導を通し

て、児童・生徒は日頃の教育課程に位置付けられた授業時間とは違った環境での

学びが、学習意欲の向上に貢献 

③貧困家庭等のために家庭学習時間の確保が困難であったり、消極的学習姿勢の児

童・生徒への学習サポートをすることで、学習習慣の形成を促進することが期待

でき、学力の底上げにつなげられる 

       出典：公益財団法人 福武教育文化振興財団 ｗｅｂページ 

        http://www.fukutake.or.jp/ec/pdf/books/houkoku-e/e28044.pdf 
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２．子育て環境の充実 
山陽団地では、高齢者の増加とともに、子育て世代が減少し、また、生産年

齢人口も減少傾向にある。 

急速に進む少子高齢化・人口減少社会においては、行政のみならず、住民や

民間事業者、ＮＰＯ等多様な主体が連携して、地域で子どもを育て、高齢者や

障がい者を見守ることが求められている。 

そのため、住民や民間事業者、ＮＰＯ等を中心とした多様な主体による子育

て支援や高齢者に対する地域のサポート体制の確立を図る必要がある。 

  

◆子育て世代に対する地域のサポート体制の確立 

○学校や家庭のみならず、行政や民間事業者、ＮＰＯ等が協働し、地域で子

どもたちを見守るサポーターの育成を強化し、地域の見守りネットワーク

を構築する。 

○延長保育、病児・病後児保育等必要とされる保育ニーズに柔軟に対応する

とともに、各ライフスタイルにおける多様な保育ニーズに対応できるサー

ビスの充実を図る。 

○共働き家庭や母子・父子家庭の増加に対して、保育園の充実はもとより、

放課後、子どもが安全に過ごせる放課後児童クラブの充実や、高校生や大

学生、ＮＰＯや住民、ボランティア等による学習支援の充実などの取組を

進める。 

○子育てネットワークの形成による母親、父親、子どもの仲間づくり、地域

における親同士のネットワークづくりを推進する。 

○子育ての悩みや不安を解消するため、きめ細かな相談機能を充実させると

ともに、子育てに関する情報提供や支援が必要な子育て世帯等への相談支 

援を進める。 

 

◆交流の場の創出 

○小学校の空き教室や公民館等の公共施設を活用するなど、学習支援や居場

所づくり活動を充実させるとともに、子育て世代等の交流の場の創出など

を進める。 

○多様な世代の住民が集まりやすいように、医療・福祉機能や子育て支援機

能等の様々な複合的な機能を有する拠点の形成を検討する。 
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３．快適な居住空間の確保 
住宅が適正に流通し、Ｕターンや転入希望者がそれぞれのライフステージに

応じて容易に住宅の取得や入居ができるように、空家の利活用や適正な住宅供

給、住み替えに対する支援、新たなまちづくりに適した県営住宅の利活用など

快適な居住空間の確保を行う必要がある。 

   

◆空家の利活用 

○策定中の「赤磐市空家等対策計画」と連携し、行政と民間事業者、まちづ

くり会社やＮＰＯ等が連携した総合的な空家対策を実施する。 

○利活用可能な空家の所有者に対して空き家情報バンクへの登録を促すとと

もに、マッチングが進むよう民間事業者と連携し積極的に情報発信を行う。 

○空家の所有者とＵター

ンや転入希望者などを

マッチングさせるまち

づくり会社やＮＰＯ等

の運営組織のあり方に

ついて連携して調査、検

討を行うとともに、空き

家改修費補助金制度の

充実、流動化を促進させ

る補助制度や若者世代

の入居促進のための支

援制度等を検討する。 

○デイサービスや放課後等デイサービス※１などの福祉や子育て施設、住民の

つどいの場としての活用が期待できるカフェなどを併設した兼用住宅※２

等、住民の生活に有効な活用策を検討する。 

○自家用車の２台目以上の需要に対応できるように、空家の除却後の土地や

空き地を共同駐車場として利用を促す。 

 

 

 

 

 
※１放課後等デイサービス：障がいのある就学児が学校の授業終了後や学校休業日に通う療育機能・

居場所機能を備えた福祉サービス。 
※２兼用住宅：事務所や店舗などの用途に供する非住宅部分を設けたもので、住宅部分と非住宅部分

が構造的にも機能的にも一体となっていて用途的に分離しがたいもの。 
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◆住宅供給や住み替え等の支援 

○子育て世代を中心に様々な世代向けの住宅や共同住宅の整備を促したり、

ライフステージや生活様式、親との同居や近居等のニーズに応じた住宅リ

フォームの相談体制や住み替え支援等を官民連携で充実させる。 

○ホームページやＳＮＳを活用した情報発信、空家物件の掘り起こし、移住

者によるネットワークの構築等を民間事業者と連携して行うとともに、移

住コンシェルジュによる総合的な移住・定住相談窓口を積極的に活用する。 

○近隣大学等の学生や若者の居住誘導を図るために、空家を学生寮やシェア

ハウスとして活用し、住民との交流を深められるように、地域の祭りや町

内会の清掃活動などの地域活動への参加を促す手法を検討する。 

○市内企業の人手不足への対応として、企業が空家を従業員用の社宅として

購入、賃貸した場合の費用助成制度の創設などを検討する。 

○高齢者の単身世帯等に対して、団地内での住み替えを促進するために、民

間事業者設置による高齢者向け住宅等の誘導を図る。 

○Ｕターンや市内外・団地内からの転居先の受け皿としてリバースモゲージ

※等を活用した住み替え支援を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※リバースモゲージ：空家等を活用し、住み替え先の購入・リフォーム等の資金に充てる融資制度

の一種。  
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◆県営住宅の再生 

○建替えや大規模修繕、建物や敷地のリ

ノベーション、バリアフリー化の促進

など、赤磐市に適した県営住宅の今後

のあり方を県とともに検討する。 

○入居募集を停止している空き室の活用

策として、地域のニーズを踏まえ、県

等と検討する。 

例・地域おこし協力隊の住居利用  

 ・定住希望者に対するお試し住宅 

 ・ＤＩＹ※可能なシェアハウスとしての活用 

 ・高齢者に対応したコンビニエンスストア 

 ・住民のつどいの場となるカフェ等の誘致 

 ・近隣大学等の学生や若者が寮やシェアハウスとしての利活用 

○今後の建替え等によって生じる余剰敷地では、地域のニーズを踏まえ、県

とともに検討する。 

例・世代循環を促す若者向けの住宅用地や社員寮 

 ・サービス付き高齢者住宅の誘致 

 ・社会福祉施設用地としての利用 

 ・地域コミュニティ活動拠点施設 

 ・共同購入における配送拠点 

 ・公共交通等の拠点（ポート）の設置 

 ・共同駐車場や備蓄倉庫等への利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ＤＩＹ：Ｄｏ Ｉｔ Ｙｏｕｒｓｅｌｆの略語。専門業者に任せずに自らの手で自らの生活空間

をより快適するため工事しようとすること。  

５階建県営住宅 
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◆公共施設の利活用 

○公民連携の手法を取り入れ、若草幼稚園の跡地や弥生公園内の弥生館等の

利活用を進めるとともに、団地内にある公園や緑道等では、フリーマーケ

ットや青空市等の地域コ

ミュニティ活動、ジョギ

ングやウォーキング等の

健康増進運動など、住民

のコミュニケーションが

深まる取組の拠点となる

よう地域のニーズに応じ

た利活用を、まちづくり

会社やＮＰＯ、住民等が

主体で進める。 

○公民館等の公共施設で

は、まちづくり会社やＮ

ＰＯ、住民による子育て

支援や高齢者支援への利

用促進を検討する。 

○総合福祉センター等の施設を活用した安心して健やかに暮らせる環境づく

りを進める。 

○高齢者の単身世帯等に対して、配食サービスやホームヘルプ、公民館を拠

点とした図書サービスなどを進め、クオリティ・オブ・ライフ（ＱＯＬ）※

を高めるとともに、緊急通報装置設置事業を進め、日常生活における安心

感を高める。 

 

◆地域における防災・防犯対策の推進 

○高齢者の増加や地域コミュニティの衰退など、防犯面でも安全性の確保が

困難になりつつあるため、住民のみならず、行政や民間事業者、ＮＰＯ等

多様な主体が連携して、防災・防犯対策を進める。 

○地域における危険箇所の確認や避難訓練の実施、避難行動要支援者名簿の

整備を進めるなど、住民を主体とする防災活動・避難体制を構築する。 

○日頃からの防犯意識を高めるとともに、警察等と連携して、住民を主体と

する防犯体制を構築する。 

 
※クオリティ・オブ・ライフ（ＱＯＬ）：人々の生活を物質的な面から数量的にのみとらえるのでは

なく、精神的な豊かさや満足度も含めて、質的にとらえる考え方。  
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◆災害に対する安全性の確保 

○地域防災計画に示された土砂災害に関する情報の収集や伝達、警報の発令

やその伝達、救助等の警戒避難体制を確立する。 

○公共擁壁は老朽化が進んでおり、崩壊を防止するために、その安全確保対

策を進める。 

 

 【参考】空家等の利活用事例等 

   ■異世代ホームシェア 

    ○東京都文京区：ＮＰＯ法人街ｉｎｇ本郷 

・血縁関係のない高齢者と大学生が同じ家で暮らす「ひとつ屋根の下」プロジェクト

を、東京都文京区本郷で実施。 

・高齢者は、子どもの独立や配偶者との死別によって生まれた空き部屋を安く大学生

に貸し出し、大学生は、安く借りる代わりにお手伝いをして、高齢者や地域に貢献。 

       出典：ＮＰＯ法人街ｉｎｇ本郷 ｗｅｂページ  http://m-hongo.com/ 

          ヨムーノ 住まいと暮らしの情報サイト ｗｅｂページ 

           https://www.o-uccino.jp/article/posts/17057         

 

 【参考】公営住宅の活用事例等 

   ■コミュニティ活動の拠点 

    ○大阪府大阪市 

・市営住宅の１階住戸を活動拠点として提供。既に１５団地１７室で活動が行われて

いる。 

 

 

 

 

 

 

【例】 

○高殿西住宅：１０代の子どものための学習支援・居場所事業「ティーンズ・スペ

ース」（自分で学ぶトコロ、ほっとするトコロ）の運営 

○東加賀屋住宅：「食育・住育・音育・教育」の４つの「育」をベースに、各種講座・

教室、子育て支援等、人＋街づくりの支援活動を実施 

       出典：大阪市 ｗｅｂページ 

        http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000426112.html  
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【参考】公営住宅におけるセンター施設の再生アイディア等 

   ■センター施設の再生アイディア 

    ○神奈川県横浜市 団地再生アイディア集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：横浜市 ｗｅｂページ 

  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/danchi-proposal/chosa/idea.pdf 

 

【参考】公共施設の利活用等 

  ■都市公園の活用 

   ◇新潟県長岡市：子育ての駅 

・公園に、保育士常駐による子育て相談、交流支援､一時保育室を整備。多くの子育て世

代をサポート 

 

 

 

 

 

   ◇鳥取県鳥取市       ◇千葉県千葉市        ◇山形県高畠町 

 

 

 

 

 

 

 
   出典：国土交通省 ｗｅｂページ 
   http://www.mlit.go.jp/common/001135262.pdf 
   http://www.mlit.go.jp/common/001134960.pdf 
   http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/chiiki/150423/item1-2.pdf 

・ＮＰＯ法人等と連携
し住民参加による広
場の芝生化を実施 

・民間事業者（指定管理
者）が婚活イベントを
実施 

・町と商工会等が連携
し、緑道等を利用し
てのウォーキングや
サイクリングのイベ
ントを開催 
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４．住民の移動環境の充実 
山陽団地内で、いつまでも元気で健やかに暮らせるように、子どもや高齢者、

障がい者をはじめ住民誰もが団地内や地域外に容易に移動できる環境を整える

ことが必要である。 

そのため、地域全体の公共交通の利用環境の改善をはじめとする移動環境の

充実させる必要がある。 

 

◆快適な移動環境の確保 

○公共交通の充実はもとより、アクティブシニア※１やＮＰＯ、まちづくり会

社等が主体となった、移動手段を持たない住民に対する移動手段の確保や

移動に対するサポートの仕組みづくりを検討する。 

 

◆バス交通等の利用環境の改善 

○路線バスおよび赤磐市民バスにおける接続性の

向上、パターンダイヤ※２等利用しやすい時刻表

の導入、バスの乗り方講習の実施など、地域内

交通の利用環境の改善を進める。 

○市内各地域を結ぶ地域外交通を利用した円滑な

移動については、赤磐市地域公共交通会議にお

いて、総合的な観点からその利用環境の改善を検討する。 

○路線バスをはじめとする地域外交通と団地内の地域内交通の結節点となる

交通拠点の形成について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１アクティブシニア：自分なりの価値観をもち、定年退職後にも、趣味やさまざまな活動に意欲的

な、元気なシニア層のこと。とくに、平成１９年（２００７年）以降に定年を迎えた団塊の世代
をさすことが多い。 

※２パターンダイヤ：列車やバスなどの公共交通機関が、一定の間隔で周期的に運行されるダイヤ
（時刻表）のこと。  
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○民間事業者と住民、行政、ＮＰＯ等とが協働で参画して運営するカーシェ

アリング※１やコミュニティ交通の仕組みづくりについて検討する。 

○駐車違反等の取り締まりの強化や違法駐車抑止のための広報啓発活動の推

進、空き地等を共同駐車場として利用するなど、歩行空間を確保し、安全

な歩行者ネットワークを形成する。 

○福祉タクシー・リフトタクシー券の交付回数や適用条件等を検討し、移動

手段を持たない高齢者や障がい者等が利用しやすい移動環境を整える。 

○道路幅員の狭い地域や短距離の利用が可能な超小型自動車（ＥＶ）※２を集

会所等へ配備し、自宅からバス停までの短距離移動や買い物、通院等で利

用できる仕組みを構築するために、その仕組みの有効性を検証する取組を

行う。 

○自動運転、人工知能（ＡＩ）※３等の最新技術を取り入れた移動手段につい

て、その仕組みづくりや導入に向けての検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           出典：国土交通省 ｗｅｂページ 

           http://www.forum8.co.jp/fair/image/design-fes2017/day1/lecture03.pdf 

 

 

 

 

 

 
※１カーシェアリング：登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサービス、またはシステ

ムのこと。 
※２ＥＶ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅの略で、電気自動車という。超小型自動車（ＥＶ）と

は、１〜２人乗りのものを指す。 
※３人工知能（ＡＩ）：人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータに行わせるための技術のこ

と、または人間の使う自然言語を理解したり論理的な推論を行ったり経験から学習したりするコ
ンピュータプログラムプログラムのこと。  
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◆高齢者や障がい者に対する地域のサポート体制の確立 

○高齢者や障がい者等誰もが安心して健やかに暮らせるように、地域におけ

る多世代交流や見守りサポートの推進、移動や買い物の支援など、まちづ

くり会社やＮＰＯ等が主体となって進められるように、官民連携した取組

を進める。 

○免許返納者や買い物弱者である高齢者に対する移動支援を検討するととも

に、介護保険や障がい者支援の制度を利用した送迎サービスについても検

討し、効果が期待できる制度の活用を進める。 

○高齢者や障がい者に対しては、家族や親族のみならず、行政や民間事業者、

ＮＰＯ等が連携し、地域で高齢者や障がい者、そしてその家族を見守るサ

ポーターの育成を強化し、地域の見守りネットワークを構築する。 
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【参考】高齢者等住民の移動支援に関する事例 

   ■地域によるコミュニティバス等の運行 

    ○倉敷市 乗合タクシー（８地域） 

・運営主体：自治会等による乗合タクシー運営委員会 

・特徴：運行経費の一部を運営組織等が負担。利用の少ない昼間のタクシー車両を有効

活用。 

 

 

 

 

 

 

      出典：倉敷市 ｗｅｂページ 

       http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=19284 

 

    ○京都市：醍醐コミュニティバス 

・運営主体：醍醐コミュニティバス市民の会 

・特徴：「市民共同方式」により、行

政から補助を受けず、病院や商業

施設等の地域の中核施設（パート

ナーズ）からの運行協力金等で運

行経費を賄う。完全パターンダイ

ヤ（毎時同じ時間に運行）による

運行（※中核病院をターミナルと

設定）。 

      出典：醍醐コミュニティバス ｗｅｂページ 

       http://daigobus.com/index.html  

 

    ○名張市：あららぎ号 

・運営主体：国津コミュニティバスあららぎ号運行協

議会（運行許可は市が取得） 

・特徴：市が法的な手続きや運行経費の補助を行い、

地元のニーズを把握しやすい地元協議会に運行を委

託、地元はダイヤ・路線の決定や運転手の確保、利用

促進運動などを展開。 

      出典：地域公共交通支援センター 
         （現：国土交通省） ｗｅｂページ 
        http://koutsu-shien-center.jp/index.html  
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【参考】高齢者等に対する地域のサポート体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出典：赤磐市 ｗｅｂページ 

       http://www.city.akaiwa.lg.jp/shisei/kouhou/kouhou/kouhouold_29/3658.html 
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５．まちの拠点形成と雇用の場の確保 
「山陽団地における世代循環」を促すためには、団地のなかに多様な世代の

住民が生活することに欠くことのできない商業施設や福祉機能、子育て機能等

を有する拠点が必要である。また、Ｕターンや転入者を増やし、世代循環を促

すためには、多様な世代が働ける場が住居近くに必要である。しかし、これら

すべての機能を有する拠点や雇用の場を団地内に形成することは困難である。 

そのため、団地内と周辺地域においてそれぞれ必要な機能を有した拠点を形

成する必要がある。 

  

◆中心部の拠点形成 

○団地の中心部をはじめ、

公共施設の跡地や公共

空地等に、住民のニーズ

に対応した複合型コン

ビニエンスストア、住民

が集えるカフェ等の身

近な商業施設の誘致を

検討する。 

○多様な世代の住民が集

まりやすいように、医

療・福祉機能や子育て支

援機能等の様々な複合

的な機能を有する拠点

の形成を検討する。【再

掲】 

○オープンスペースでは、既存の各種団体等が連携して、「あかいわアートラ

リー」の実施や各種イベントの実施、アーティストの作業場、大学や市内

企業のサークル活動の場としての活用など、地域のにぎわい創出の取組を

進める。 

○まちづくり会社や民間事業者が市内の直売所と連携し、定期的な産直市場

やフリーマーケットの開催を検討する。 

 

  

都市計画総括図 
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◆利用しやすい買い物環境づくり 

○ＮＰＯや住民が主体となった移動スーパー、コンビニエンスストア等の個

別宅配や共同購入、共同配送等の取組を検討する。 

○定期的な産直市場やフリーマーケットの開催時期、開催時の様子などの情

報発信を、ＳＮＳ等を通じて行えるように環境整備を進める。 

○民間事業者とまちづくり会社やＮＰＯ、住民との連携により、まち周辺の

商業施設等への高齢者等の買い物弱者に対する送迎サービスや買い物ツア

ーの実施を検討する。 

 

◆雇用の場の創出と職住近接の促進 

○子育てしやすい環境づくりの構築を目指して、子育て世代の母親等がまち

やその周辺で働ける職住近接を進めるために、働く場となる企業の誘致を

行う。 

○子育て支援や高齢者支援をはじめとするコミュニティビジネス※１の起業

に対する支援を検討する。 

○市内の民間事業者やハローワーク等の関係機関と連携して、県内高等学校

や専門学校、大学等で就職説明会等を開催し、まちの魅力や求人情報の積

極的なＰＲを行うことで、地域の若者の地元就職促進やＵＩＪターン※２に

よる若者の就業を促す。 

 

◆にぎわい拠点の形成 

○団地の周辺では、団地内で立地困難な商業機能や医療・福祉機能、子育て

機能、文化機能等の複合的な機能を有するにぎわい拠点の形成を検討する

とともに、それらを利用するための地域外・団地内の交通の結節点となる

交通拠点の形成についても併せて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 
※１コミュニティビジネス：地域の抱える課題を、住民が主体となって、ビジネスの手法を活用しつ

つ、それらを解決していく、一つの事業活動のこと。 
※２ＵＩＪターン：大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Ｕターンは出身地に戻る

形態、Ｊターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住
する形態を指す。  
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 【参考】センター施設の再生アイディア等 

  ■住宅団地における買い物対策 

団地名 取組の内容 

横浜市公田町団地 

（神奈川県横浜市） 

１９６０年代なかばに住宅公団（現在のＵＲ）によって開発
され、約２，０００人が居住する公営団地。高齢者率は４０％
近く。１５年ほど前にスーパーが、５年ほど前にコンビニが、
それぞれ撤退。団地では、自治体メンバーが中心となってＮ
ＰＯ法人を設立し、定期的に「あおぞら市」を開催 

村山団地 

（東京都武蔵村山市） 

４，０００世帯、約８，０００人が暮らす同団地も、高齢化
は４５％近く。商店街までの往復も距離があるものの、平成
２１（２００９）年１０月から商店街が送迎手段として自転
車を活用し、希望者宅と商店街を行き来する送迎サービスを
開始 

泉北ニュータウン 

（大坂府堺市） 

子ども世代が巣立ったりして高齢化した夫婦世帯や単身世帯
が増加。近隣のスーパーも相次いで撤退するニュータウン近
辺は急坂も多く、高齢者には日常的な買い物が困難な現状。
そこで、堺市からの提案を受けた商店街振興組合の有志が、
平成２３（２０１１）年６月から移動スーパーを開始 

静岡県営住宅原団地 

（静岡県沼津市） 

団地自治会が平成２８（２０１６）年２月、県営住宅を管理
する県住宅公社に対策を要望。セブン－イレブン・ジャパン
が移動販売車の導入を提案し、１年半後に実現。平成２９（２
０１７）年７月から移動販売が開始 

  出典：みんなの介護 ｗｅｂページ https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no82/ 

     産経新聞 平成２９（２０１７）年７月１５日付 

      https://www.sankei.com/life/print/170715/lif1707150021-c.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




